
神戸市すまいの耐震診断員派遣事業実施要綱  

 

建築住宅局長決定  

令和５年４月 20 日改正  

 

（目的）  

第１条  この要綱は，神戸市内に存する住宅（国，県，市及びその関係機関が所

有する住宅を除く。以下「住宅」という。）の所有者又は管理者等が当該住宅の

耐震診断を受けようとする場合，神戸市が耐震診断員を派遣してこれを実施し，

当該住宅の地震に対する安全性の向上を図り，もって公共の福祉の確保に資す

ることを目的とする。  

 

（用語の定義）  

第２条  この要綱における用語の定義は，次の各号に定めるところによる。  

（１）耐震診断  

建築物の地震に対する安全性を以下に定める方法で評価することをいう。

（イ） 一般社団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診

断と補強方法」（ 2012 年改訂版）による一般診断法  

（ロ）  一般財団法人日本建築防災協会による｢既存鉄骨造建築物の耐震診

断指針｣（ 1996 年版， 2011 年版）による耐震診断  

（ハ）  一般財団法人日本建築防災協会による｢既存鉄筋コンクリート造建

築物の耐震診断基準｣に定める「第 1 次診断法」（ 2001 年版， 2017

年版）による耐震診断  

（ニ）  一般財団法人日本建築防災協会による｢既存鉄骨鉄筋コンクリート

造建築物の耐震診断基準｣に定める「第 1 次診断法」（ 2009 年版）

による耐震診断  

（ホ）  上記（イ）から（ニ）に掲げる方法と同等と認められる耐震診断  

（２）すまいの耐震診断員派遣事業  

第４条に定める耐震診断対象建築物について，神戸市が耐震診断員を

派遣し，前号に定める耐震診断を行う事業をいう。  

（３）戸建住宅  

一敷地に独立して建てられた一つの建築物が一つの住宅となっている

ものをいう。  

（４）共同住宅  

複数の住戸が一棟に建築された住宅で，廊下・階段など複数の住宅世  

帯が使う共用部分を有するものをいう。  

（５）長屋住宅  



壁若しくは床を接して，又は共有して複数の住戸を並べて建てた一棟

の住宅で，廊下・階段など複数の世帯が使う共用部分を有しないものを

いう。  

（６）耐震診断員  

住宅の耐震診断を行う建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 2 条第 1

項に定める建築士で，耐震診断資格者講習実施機関に登録された団体が

実施する国土交通省登録耐震診断資格者講習及び耐震改修技術者講習会

を受講し修了した者の中から神戸市が派遣する者をいう。ただし，同法

第 3 条から第 3 条の 3 までに規定する建築物についての耐震診断は，そ

れぞれ当該各条に規定する建築士によるものとする。  

（７）管理者等  

建物の区分所有等に関する法律（昭和 37 年法律第 69 号）第 25 条に規

定される管理者及び同法第 49 条に規定される理事をいう。  

 

（耐震診断申込者）  

第３条  神戸市すまいの耐震診断員派遣事業を申込める者（以下「耐震診断申込

者」という。）は，本要綱第４条に規定する耐震診断対象建築物に該当する住宅

を所有する者又は管理者等とする。ただし，当該耐震診断申込者以外に当該住

宅の所有権を有している者が存する場合，神戸市すまいの耐震診断員派遣事業

の申込みについて権利者全員の同意が得られていることを要するものとする。  

２  共同住宅において管理者等が耐震診断申込者となる場合は，当該事業の申込

み及び事業の実施に関し，建物の区分所有等に関する法律（昭和 37 年法律第

69 号）第 34 条に規定される集会の決議又は理事その他の役員による決議を要

するものとする。  

 

（耐震診断対象建築物）  

第４条  耐震診断員を派遣する対象となる住宅は，次の各号に掲げる要件のいず

れにも該当するものとする。  

（１）神戸市内に所在する昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された住宅。  

（２）延べ面積の過半を超える部分が居住の用に供されている住宅。  

（３）次に掲げる工法以外で建てられた住宅。  

   イ  枠組壁工法  

   ロ  丸太組工法  

   ハ  建築基準法の一部を改正する法律（平成 10 年法律第 100 号）による

改正前の建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 38 条の規定に基

づく認定工法  

（４）原則として，建築基準法に適合している住宅。  



（５）過去に，神戸市が行った耐震簡易診断事業又は耐震診断事業の適用を受

けていない住宅。  

（６）国，県，市及びその関係機関が所有する住宅でないこと。  

 

（事業の内容）  

第５条  市長は，耐震診断申込者より次条に規定する申込みを受けた場合は，予

算の範囲内で，当該耐震診断対象建築物に対し耐震診断員を派遣して耐震診断

を行い，その結果を耐震診断申込者に報告するものとする。  

 

（申込み手続き）  

第６条  耐震診断申込者は，耐震診断申込書（以下｢申込書｣という。）（耐震診断

対象建築物が戸建住宅・長屋住宅の場合は様式第１号，共同住宅の場合は様式

第２号）に次の各号に定める書類を添えて，市長に提出しなければならない。  

（１）第２条第７号に規定される管理者等が申込みをする場合は，事業の申込み

及び実施に関する証書（様式第３号）  

（２）その他市長が必要と認める書類   

 

（耐震診断員の派遣）  

第７条  市長は，前条に規定する申込書を受理したときは，当該申込みの内容を

審査し，耐震診断員の派遣を決定したときは、速やかに耐震診断員を派遣する。  

２  市長は，第１項に規定する審査の結果，耐震診断員を派遣しないことを決定

したときは，その理由を付して，耐震診断員不派遣決定通知書（様式第４号）

により当該耐震診断申込者に通知するものとする。  

 

（耐震診断申込者の費用負担）  

第８条  この事業に係る耐震診断申込者の費用負担は，これを全額免除する。  

 

（耐震診断の中止又は廃止）  

第９条  申込者は，第６条に定める申込手続きを行なった後，耐震診断申込者の

責に帰すべき事情により耐震診断を中止し，又は取り止めるときは，速やかに

耐震診断員派遣辞退届（様式第５号）に次の各号に定める書類を添えて市長に

提出しなければならない。  

（１）第２条第７号に規定される管理者等が届出する場合、耐震診断員派遣辞退

の届出に関する証書（様式第６号）  

（２）その他市長が必要と認める書類  

 

（耐震診断結果報告）  



第 10 条  市長は，原則として，耐震診断が完了した後，耐震診断員に当該耐震診

断申込者のもとへ耐震診断結果報告書を持参のうえ報告させるものとし，耐震

診断員は，内容について説明をするとともに，住宅の耐震改修に関する相談に

応じるものとする。  

 

（派遣決定の取り消し）  

第 11 条  市長は，申込者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，耐震

診断員の派遣を取り止めることができる。  

（１）虚偽の申込その他の不正の行為があった場合  

（２）その他市長が不適当と認める事由が生じたとき  

（３）派遣決定後において，その後の事情の変更により特別の必要が生じたとき  

 

（耐震診断申込者に対する指導）  

第 12 条  市長は，申込者に対して，当該住宅の地震に対する安全性の向上が図ら

れるよう必要な指導及び助言をすることができる。  

 

（施行の細目）  

第 13 条  この要綱に定めるもののほか，本事業の実施について必要な事項は，別

に定める。  

 

（事務の実施）  

第 14 条  市長は，神戸市すまいの耐震診断員派遣事業の全部又は一部を本市以外

のものに委託することができる。  

 

 

附則（平成 15.5.28）  

この要綱は平成 15 年 6 月 1 日から施行する。  

 

附則（平成 17.3.29）  

この要綱は平成 17 年 4 月 1 日から施行する。  

 

附則（平成 17.9.1 ）  

この要綱は平成 17 年 9 月 1 日から施行する。  

ただし、第 10 条の改正規定は、平成 17 年 4 月 1 日から適用する。  

 

附則（平成 17.12.1 ）  

この要綱は平成 17 年 12 月 1 日から施行する。  



ただし、第 7 条の改正規定は、平成 17 年 4 月 1 日から適用する。  

 

附則（平成 18.7.1 ）  

この要綱は平成 18 年 7 月 1 日から施行する。  

 

附則（平成 24.4.1 ）  

この要綱は平成 24 年 4 月 1 日から施行する。  

 

附則（平成 28.4.1）  

この要綱は平成 28 年 4 月 1 日から施行する。  

 

附則（平成 29.4.1）  

この要綱は平成 29 年 4 月 1 日から施行する。  

 

附則（平成 30.4.1）  

この要綱は平成 30 年 4 月 1 日から施行する。  

 

附則（令和 3.4.1）  

この要綱は令和 3 年 4 月１日から施行する。  

 

附則（令和 5.4.20）  

この要綱は令和 5 年 4 月 20 日から施行する。  

 

 


